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冬冬季季のの省省エエネネ・・節節電電のの取取組組ににつついいてて  

 

取組の方向性 

 国では、11 月１日に「電力需給に関する検討会合」を開催し、電力の供給対策としてあらゆる対

策を講じていくとともに、需要対策として、2022 年度の冬季は、全国を対象に無理のない範囲で節

電・省エネの協力を要請することとした（７年ぶりの要請）。 

こうした状況も踏まえ、県としては、令和３年４月に策定した「第２次岩手県地球温暖化対策実

行計画｢県の率先的取組の推進｣に係る実施マニュアル」に基づき、昨年度に引き続き率先して、冬

季の省エネ・節電の取組を推進していく。  

 

取組内容                     

■ 県の率先取組 

 ○ 取組期間 

   11月１日から３月 31 日まで 

 ○ 対象機関 

   県の全ての機関（外部に管理を委託している公の施設を含む） 

 

１ 県庁舎等の省エネ・節電の取組                                      

【取組内容】 

・  暖房運転期間中の事務室の室温は、19℃を目途に過度にならないよう適切に調整に努める。 

・ この他、次に掲げるエコオフィス活動の取組項目を再周知し、確実な実施を図る。 

・ 職員の省エネ･節電にかかる意識啓発のため、執務室内にポスターを掲示する。 

○ エコオフィス活動（※実施マニュアル抜粋） 

対策種別 取 組 項 目 備 考 

照明 ・昼の休憩時間や勤務時間外における消灯及び部分消灯の徹底 

・執務室以外（会議室、給湯室、倉庫等）での利用後の消灯の徹底 

・省エネ用の照明器具の購入等 

・天候等に配慮 

 

・LED等 

空調 ・空調の設定温度の適正化（室温 19℃を目途に過度にならないよう適

切に調整） 

・会議室等利用後の空調停止 

・ブラインド等の活用による暖房効率の向上 

・通風や湿度の状況に

配慮 

 

ＯＡ機器等 ・長時間使用しないパソコン等の電源ＯＦＦ 

・待機電力の削減（OAタップ等の活用、退庁時のプラグ抜去） 

・業務使用目的以外での電化製品の原則使用禁止 

・退庁時の電源 OFF徹底 

 

その他 ・エコドライブ（ふんわりアクセル、アイドリングストップ等）の徹底 

・業務効率化、長時間勤務の縮減等 

・エレベーター利用を控え、上り 3階、下り 5階程度の階段利用 

・グリーン購入基本方針に基づく環境物品等の購入･発注 

・省エネの視点からの施設の管理･運営 

・日常的な節水の徹底   

・会議のオンライン化、ペーパーレス化 
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２ ウォームビズの実施                                 

【取組内容】 

職員は、室温19℃でも快適に執務できるように適切な服装（いわゆる「ウォームビズ」） 

を心掛けるとともに、ひざ掛け、座ぶとん、ブラインド等も併せて活用するものとする。 

実施期間：11月１日から３月 31日まで 

 

３ 省エネ・節電を意識したライフスタイルの推奨                       

【取組内容】 

  職員の日々の生活においても、省エネ・節電の取組を取り入れたライフスタイルを推進。 

 ○ いわてわんこ節電所への参加 

   「家庭のエコチェック」への参加呼びかけを行い、日頃の省エネ行動を振り返ることで、

エネルギー消費の少ない、地球に優しいライフスタイルへの転換を促す。 

  ○ 国民運動「COOL CHOICE」、夏季の省エネ･節電メニューの取組 

   職員の家庭においても、国民運動「COOL CHOICE」（環境省）、「冬季の省エネ･節電メニュー」 

（経済産業省）等を参考に取組を行う。 

 

 

■ 県民・事業者等の取組促進（取組の協力を依頼する事項） 

 ○ 実施期間 

   12月 1日から 3月 31 日まで 

 

１ 市町村の取組                                       

 ・ 市町村による率先取組の実施。 

 ・ 市町村広報等を通じた普及啓発の実施。 

 

２ 温暖化防止いわて県民会議を中心とした取組                         

・ 構成団体に対し、取組促進を依頼。 

・ いわてわんこ節電所を通じ、エネルギー消費の少ない、地球に優しいライフスタイルへの転 

換の呼びかけを実施。 

 ・ 冬季の省エネ一斉取組「できることから ECO アクション」による事業所における取組促進。 

 

３ 県地球温暖化防止活動推進センターによる取組                       

・ ホームページ、メールマガジン等を活用し、省エネ・節電を呼びかける広報を実施。 

 ・ 冬季の省エネキャンペーンを実施（11月～２月実施）。 

・ 県地球温暖化防止活動推進員の派遣による省エネや節電に関する研修会の開催。 

 ・ 地球温暖化を防ごう隊参加小学校による、冬休み期間の取組の実施。 

・ 節電グッズ・省エネ機器等の展示、省エネパネルの展示、貸出し。 

 ・ うちエコ診断の実施事例の紹介を通じた冬の省エネ・節電対策の啓発。 
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【参考】 

・ 国民運動「COOL CHOICE」（環境省） 

    https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/ 

 ・ 省エネ・節電特設サイト（経済産業省） 

    https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/shoene_setsuden/ 

 ・ いわてわんこ節電所（岩手県） 

    https://www.co2-diet.com/  

https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/shoene_setsuden/
https://www.co2-diet.com/

